
○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
号

総
理
府

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年

令
第
三
号
）
附
則
第
六
項
の
表
備
考
二
の
規

建
設
省

定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
し
人
又

は
貨
物
を
輸
送
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
と
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
示
す
標
章
の

様
式
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及

内

閣

府

び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
三
年

令
第

号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年

国
土
交
通
省

七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

小
此
木
八
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

総
理
府

総
理
府

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年

令

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年

令

建
設
省

建
設
省

第
三
号
）
附
則
第
六
項
の
表
備
考
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
に
開
催
さ
れ
る

第
三
号
）
附
則
第
六
項
の
表
備
考
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
し
人
又

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
し
人
又

は
貨
物
を
輸
送
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
と
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が

は
貨
物
を
輸
送
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
と
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が

指
定
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
示
す
標
章
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

指
定
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
示
す
標
章
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。


